
告

示

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
保
安
林
の
所
有
者
の
う
ち
次
の
者
の
所
在
が
不
分
明
で

あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
秩
父
市
役
所
に
掲
示
し
、

そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

所
在
が
不
分
明
な
者
の
氏
名
（
又
は
名
称
）

浅
見
初
次
、
新
井
ヨ
シ
子
、
大
野
傳
十
郎
、
大
村
雅
幸
、
加
藤
三
郎
、
株
式
会
社
ケ
イ
・
ア

ー
ル
・
シ
ー
、
木
村
知
生
、
淸
川
芳
三
郎
、
黒
澤
清
二
、
佐
藤
一
英
、
澤
登
誠
、
杉
本
稜
子
、

髙
木
愛
三
、
田
口
タ
キ
、
千
島
春
子
、
千
島
秀
之
、
冨
田
美
枝
、
中
基
至
、
廣
川
原
森
林
組
合
、

松
浦
靖
明
、
丸
益
産
業
株
式
会
社
、
峰
岸
邦
江
、
峰
岸
奈
津
子
、
峰
岸
政
光
、
山
中
矩
一
、
山

中
憲
治
、
山
中
輝
男
、
山
中
春
男
、
山
中
秀
晴
、
湯
浅
梅
太
郎
、
小
河
友
義
、
山
中
藤
三
郎

二

通
知
の
要
旨

イ

農
林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
こ
と
。

ロ

変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
三

十
年
六
月
十
九
日
付
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号
（
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
）
に
よ
る
こ
と
。


